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令和5年2月 22日(水)                  門外不出 第209号 

 
 

厳しい寒さも三寒四温、漸く梅花の候となりました。皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。また、平素は組合運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 令和 5 年 1月 27 日(金)関東運輸局ホームページに京浜地区におけるタクシーの運賃改定手続き開

始について、当該地区において要請があった事業者の車両の合計が、当該地区における事業者全体車

両数の7割「75.71％」を超えたことから、運賃改定が必要かどうかの判定を行うこととしましたので

お知らせ致しますと掲載されており、運賃改定が確実となりました。公示されますと、運賃改定に伴

うメーター改造を行いますので、後日お知らせ致します。 

マスク着用の考え方の見直しについて、令和 2年 2月3日豪華客船ダイヤモンドプリンセス号が横

浜港に入港してから早 3年が経過致しました。緊急事態宣言等乗り越えて、苦しみから少し光が見え

てきたように思います。新型コロナウイルス対策とマスクの着用をめぐり、政府が来月から個人の判

断に委ねる方針を決めました。政府は、来月 13 日からマスク着用を個人の判断に委ねるとしたうえ

で、高齢者など重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、医療機関を受診する際や、混雑した電車

やバスに乗る際等では、引き続き推奨する方針を決めています。 

令和 5 年 2 月 10日(金)国土交通省(大臣官房危機管理室)は、新型コロナウイルス感染症対策にお

けるマスクについて、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取り扱いを改め、

行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体性な選択を尊重し、着用は個人の判断に委

ねることを基本としています。 

 一方、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、当面、通勤ラッシュ時等混雑した電車

やバス(概ね全員の着席が可能である新幹線・通勤ライナー・高速バス・貸切バス等を除く)に乗車す

る際には、マスク着用が推奨されました。 

（注）電車やバス以外の公共交通機関(飛行機・タクシー・船)は、マスク着用推奨の対象外となりま

すので、マスク不着用のお客様が乗車される際に、マスク着用の有無でトラブルにならない接客をお

願い致します。 

現在のタクシー業界は、タクシーの在り方に変化が訪れております。今や「タクシーはスマホで呼

ぶもの」「タクシー料金はキャッシュレス」の時代がすでに到来しており、当組合では、昨年の2月か

らGoアプリを導入し、一年が経過いたしました。昨年12月の配車件数4932件、今年1月は3689件、

この時代に生き残るためには、これらに応じた設備投資が必要となります。各自が計画性をもって事

業の発展を図る必要があると考えます。 組合員におかれましては、優良運転者として、安全輸送の徹

底、サービス向上に努めるとともに、健康診断の受診をはじめ、健康管理にも留意して下さい。 

組合員各位のご協力を心よりお願い申し上げます。  

神奈川個人タクシー協同組合 理事長 田邊和男 
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一般報告 

 

1. 新規組合員加入について 

  特例 新規許可    令和5年1月26日付 許可 

      ね づ  かつゆき 

(東) 根 津   勝 之   52歳  組合員番号        横浜市都築区川和町 2674番地65 

                     三和交通 (株) 本社営業所 

 

2. タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正 

  タクシー業務適正化特別措置法施行規則の第 3条3項で定められている運転者登録時の申請用写 

  真に関する規定。 

  運転者証及び事業者乗務証の写真サイズを「5センチメートル平方形」から「縦6センチメートル、

横 4センチメートル」に改正。  

※ 現在交付されている運転者証及び事業者乗務証は、有効期限まで使用できます。 

  ※ 令和5年2月28日交付分から添付する写真が対象となります。 

 

3. 3月度支部会日程設定の件 

3月度支部会日程 

 

 

※開催時期には再度お知らせいたします。 

 

4. 「個人タクシー利用者感謝キャンペーン」の事業者副賞について 

令和 4 年度「個人タクシー利用者感謝キヤンペーン」にご協力頂きましてありがとうございまし

た。厳選な抽選の結果、今回のキャンペーンにご協力頂きました事業者の方の中から副賞といたし

まして、マスター賞(商品券10,000円)を贈呈いたします。 

  利用者(お客様)マスター賞・・J T B 旅行券   50,000円     15名    東京・関東 

         ふたつ星賞・・地域の特産品 ① 10,000円相当 20名  

②  5,000円相当 30名  ③ 3,000円相当 50名 

         ひとつ星賞・・クオカード        (500円) 600名 

※ 当組合の当選者マスター賞  事業者副賞(商品券10,000円)  1名当選 (中) 田中俊男 組合員 

   (令和4年度より、事業者の副賞はマスター賞のみです) 

 

5. 令和5年度協会表彰 (永年勤続表彰) 

  1 個人タクシー運転歴      7年以上 

  2 無事故 無違反         7年以上 

  3 その他            マスター功労表彰者 

  永年勤続表彰を希望される方は、組合3階総務までお申し出ください。 

 

6. 全個協関東支部 第80回個人タクシー事業講習会開催について 

関東運輸局による個人タクシー認可書の交付式及び講習会 

日時 2023年2月13日(月)・14日(火)13時(受付 12時～)  全国個人タクシー協会 関東支部 

 25日(土)  26日(日) 

 13:30 西 支部 12:00 東 支部 

 15:30 南 支部 14:00 中 支部 

16:00 北 支部 
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7.  期限更新者の運転記録証明の再提出について 

許可期限更新申請書は許可期限満了の 2 ヶ月前までに運輸支局に提出となっており、運転記録証

明書は申請月の 3 ヶ月以内に発行されたものを添付することとなっていますので最大 5 ヶ月は無

事故無違反の記録が把握できません。行政より無事故無違反の把握を求められているため、期限更

新完了事業者の違反等の報告漏れを防ぐため、更新終了後再度運転記録証明書を提出することと

なっております。 

 

8. 神奈川トヨタ(株)より新しい新車の販売条件の提示について 

  神奈川トヨタ(株)「モビリティ」より販売条件の見直し案の提示です。各店舗同一条件です。 

               値引き      紹介料      合 計 

  クラウン        80,000 円     20,000 円   100,000円 

  JPN TAXI        200,000 円     20,000 円   220,000円 

  プリウス        50,000 円          20,000 円    70,000円 

  シエンタ        100,000 円     20,000 円   120,000円 

  ノア・ヴォクシー    150,000 円     20,000 円   170,000円 

  中古車販売                 20,000 円    20,000円 

   神奈川トヨタから以上の見直し案が提示されました。 

  ※ 紹介料は組合に振り込まれますが、理事会にて車の購入者に紹介料をお支払いする事に決定致

しましたので、モビリティ(神奈川トヨタ)で車を購入された方は、組合にお知らせください。 

 

9. タクシーGoの追加募集です(募集締め切りは 3月 15日(水)迄となります) 

前回20名の方がGoの募集で参加され、機器を受け取られました。各自で各メーター取扱店へ予

約をし、取り付けを行っています。Goアプリ配車は機器の取り付け完了後は直ちにGoアプリ配

車営業が開始可能です。 

決済手数料は令和5年3月31日まで Goアプリ決済手数料 1.9％のみとし、令和5年4月1日

より組合分手数料を加算し 5.57％と決定致しましたのでお知らせ致します。(税込み) 

 月額利用料 タブレット月額 配車手数料1回 決済手数料 

追加 募集 3,300円      0円 66円 1.9％※ 

※ タブレット使用料は月額利用料とセット価格となり月額利用料の中に入っています。 

※ ネット決済手数料は 1.9％(令和5年 4月 1日より組合分手数料を加算し 5.57％です) 

※ 契約期間は5年間で、途中解約は違約金 15,000円が発生します(機器を譲渡した場合は不要

です)。 

※ 取付・取外工事費     取付          取外  (税抜き) 

ニシベ計器       15,000円        5,000円 

二葉計器        17,000円        5,000円 

横浜矢崎        17,000円(取外料込) 

   ※ 追加募集は、3月 15日締め切りとなりますので、お早めに3階総務までお申し出ください。 

 

10. 組合員の皆様へ、車の代替についてのお願いです 

  新車・中古車の入れ替えをお考え中の方にお願いです。下取りに出す方、廃車される方は、一度組

合にお知らせをお願い致します。又、中古車をお探しの方は、組合に登録をして下さい。良い車が

売りに出ますと、登録の順番でご紹介致します。 

 

11. 組合へのご提案や質問などについて 

  組合に、ご提案や質問などについて、書面やFAXで提出の場合、署名をお願い致します。回答した

くとも、誰にお話ししていいのかわかりません。是非、ご署名をお願い致します。  
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12. 講習生募集のお知らせ 

  勉強会に出席する講習生を募集しています。組合員の皆様のおかげで講習生が増えてきましたが、 

  特例新免枠(令和7年迄)や譲渡を出される組合員さんもいますので、まだまだ足りません。法人タ

クシーの乗務員に是非お声掛けやご紹介をお願い致します。ご協力宜しくお願い致します。 

 

13. マスク着用の考え方の見直しついて 

  行政が「マスク着用を個人の判断に委ねる」と発表しました。令和5年3月 13日(月)より適用と

なります。これに伴いお客様が、マスクをしないでタクシーに乗ってくる方がいると思いますので、

マスクでトラブルにならない様、マスク着用を求める際は丁寧な説明をお願い致します。 

  ご自分でマスク・アルコール消毒・車の換気等、自己防衛しましょう。 

 

14. 組合員名簿について 

  組合員名簿は、令和2年以降、新しい名簿を作っていません。令和5年度の新しい組合員名簿を 

4月に作りますので、ご希望の方は3階総務にお申込み下さい。 

 

15. 組合事務所の光熱費高騰に付き、節電・節水のお願い 

  電気代の値上げが4月から始まります。又、水道代は、令和 3年から値上がりしています。節電・

節水に組合員皆様のご協力をお願い致します。 

 

16. 冒険隊(ボランティア)よりお知らせです 

  冒険隊が支援をしている「駒岡丘の上子供食堂」で3月2日(木)に1日早めて、ひな祭りを行い 

ます。組合員の皆様の募金等のご協力・ご支援をお願い致します。 

 

17. 寄付の募金をお願いしています 

組合員の皆様から一円玉・五円玉等の寄付を募集し、神奈川個人タクシー協同組合の組合員からの

大きな善意として、交通遺児のために役立たせたいと考えております。是非寄付のご協賛をお願い

致します。 

 

18. メール機能利用による一斉同報発信の登録を募集中 

緊急連絡又は組合情報をメール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専用メー

ルアドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率 90%以上を目標といたします。よろしくご協力を

お願いいたします。 

kk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 

※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 
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共済事業部報告 

 

1. 1月度事故報告 

 

2. 1月中の事故 傾向と対策について 

・ここ数ヶ月はおおむね時速 40 ㎞以上の走行中に起こす責任ありの事故は、かなり減っています。 

引き続き中程度の速度の時は信号の無い交差点、進路変更時の他車との接触に注意をお願い致し

ます。 

・低速での自損事故、自転車や歩行者との事故が増加しています。右左折やバック、切り返し時には

前後・左右・を十分に確認して進むように注意しましょう。 

 
3. 令和5年3月度ＬＰＧ販売価格について               掛売130.9円(119円＋消費税11.9円)  

 

4. 健康診断受診結果について                 ※ 診断結果は病院から直接各人宛郵送されます。 

令和5年2月2日(木)・ 3日(金) 9:00～15:30 

組合員      その他      合計 

2月 2日(木)   176名     0名     176名 

2月  3日(金)    125名        0名       125名 

合   計         301名        0名       301名  

 

5.  自動車保険継続のお手続きについて 

自動車保険更新日の1か月前までの契約にご協力をお願いいたします(組合の手数料収入の維持に

つながります)組合保険窓口もしくはお電話で契約更新の確認をさせていただき、保険料のお支払

については現金一括(保険更新日までにお支払いください)または組合の親睦会制度を利用しての

立替払い(10回分割・一括より選べます)となります。よろしくお願い申し上げます。 

 

6.  自賠責保険の加入について 

営業車の自賠責保険につきまして、是非組合で加入してくださるようご協力をお願い致します。

(解約・車両譲渡時なども組合でお手続きが可能です)継続車検時の保険料は保険期間始期が 

3月 31日までの方は 35,950円、4月 1日以降の方は 32,960円(現金のみ取扱)となります。車検

証・現契約証を確認致しますので必ず持参していただき、車検日までに加入をお願いします。 

 

7. 全個連 所得補償制度 加入者カードについて 

全個連の所得補償制度に加入中の方には、加入カードを組合員ファイルにお入れしました。内容を

必ずご確認願います。 

なお、所得補償・がん補償・疾病入院補償プランに加入している方には、保険料の控除証明書が付

いております(紛失されても再発行できません)。2023年の確定申告時にご使用ください。 

 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

（ ）内の数字は人身 

本年当月発生件数 

 

0 

 

1 

 

4 

(1) 

1 

 

0 

  

6 

 

1 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

(1) 

1 

(1) 

2 

 

8 

(1) 

1 

 

0 

 

12 

 

3 

前年度と比較 -1   -1   -4   ±0  ±0 -6 -2 
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外部報告 

 

1. 横浜商工会議所 南部支部・金沢支部 

         令和5年合同新春交流会 

  日 時    令和5年2月17日（金） 17：30～ 

  場 所    崎陽軒本店 4階 ダイナステイー 

 

2. 一般財団法人神奈川タクシーセンター 

         タクシー事業者管理者研修会 

  日 時    令和5年3月7日（火）  14：00～ 

  場 所    タクシーハイヤー会館 

 

3. 関東運輸局 試験 

         個人タクシー許可等に係る 法令・地理 試験 

  日 時     令和5年3月9日 (木)   14：20～16：00 

  場 所     横浜第二合同庁舎 

 

4. 神奈川県個人タクシー協会・事業連合会 

         正副会長会議 

日 時    令和5年3月15日（水） 14：00～ 

場 所    神奈川県個人タクシー協会   

 

 

無線営業部報告 

 

1. 1月度配車状況 

受注数     配車数     不能数    配車率 

    本 年 度      2,704件  1,907件   797件  70.5％ 

    昨 年 度   2,958件  1,725件  1,233件   58.3％ 

   増 減 数      -254件    182件   -436件  

 

2. 1月度新規契約状況        0 件 

 

3. 1月度チケット無効報告   1 件 

契約者名称   京浜船貨整備 (株) 

住    所      横浜市中区寿町2－7－1 平沢ビル 

電 話 番 号      045-681-5351 

お客様コード      № 1029-000 

チケット番号     全て 

チケット色      イエロー 

摘   要     上記のチケットは 2023年1月31日付を以って、解約いたしましたので 

御利用無効をご通知致します。      神奈川個人タクシー協同組合 
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4. 無線オペレーターより 

  組合員の皆様には無線配車にご協力を頂きありがとうございます。尚、私用の電話は無線業務 

に差し支えますのでご遠慮下さい。 

 

5. 無線室からの注意事項 

  ○1稼働中の服装について、ワイシャツ・ネクタイで稼動して下さい。 

   ○2忘れ物のお問い合わせが増えております。お客様が降車の際確認をお願い致します。 

○3苦情に関する件で、接客及び乱暴な運転・ルート確認など多く寄せられています。組合員の皆様

におかれましては十分に注意するようお願い致します。 

  ○4無線配車で応答ボタンの連打はおやめ下さい。無線機の故障につながります。また、フライング 

   した移動局には配車致しませんので注意して下さい。 

   ○5横浜駅・みなとみらい・桜木町・関内・山下町・長者町周辺にあるホテルの詳細地図及び住所録 

を組合２階カウンターに置いてありますのでご利用下さい。 

 

6. 1月度地区別・時間別データは別紙にてご参照下さい。 (別紙) 

  (磯子カンツリークラブの配車データが入りました) 

 

 

 

財政部報告 

 

1. 1月分までの賦課金等未納状況  

2月20日(月)16：00時現在  

未納者    34名          3,373,251 円 

 

2. 未納者への督促及び対策について 

(6ヶ月) (南) 池田耕一朗 

  (3ヶ月) (中) 大久保正恵 

3ヶ月以上の滞納者に対し、督促の通知を行っております。 

※ 未納計上猶予及び清算確定している金額 

譲渡者・・3名 廃業者・・4名 病気・ケガ・・5名 合計 12名 1,583,684 円   

 

3. 令和 5年1月度 換金チケット枚数・換金額 

        チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

R.5年1月分換金額 6,926 枚 37,462,980 円 5,409 円 

R.4年1月分換金額 6,534 枚 34,726,849 円 5,314 円 

増 減 額 ＋392 枚 ＋2,736,131 円   ＋95 円 

 

4. 令和 5年1月度 神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額 

 チケット枚数 換金額  １枚当たり｢参考」    

R.5年1月分換金額 5,544 枚 24,836,220 円 4,479 円 

R.4年1月分換金額 5,206 枚 22,917,869 円 4,402 円 

増 減 額 ＋338 枚 ＋1,918,351 円 ＋77 円 
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5. 令和 5年1月度 カード会社チケット換金実績 

1月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 786 枚 5,428,230 円    6,906 円 

クレピコ    (5台) 260 件  934,180 円 3,593 円 

B M T      (322台) 11,248 件  30,427,650 円  2,705 円 

 タイムズペイ (44台) 1,231 件  3,616,371 円     2,937 円 

Pay Pay    (328台)  632 件 1,125,920 円  1,781 円 

GO Pay      (73台) 1,815 件  4,170,490 円   2,297 円 

 

6.  令和 4年1月度 カード会社チケット換金実績 

1月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 919 枚        5,807,849 円    6,319 円 

クレピコ     (6台) 297 件        1,614,170 円    5,434 円 

B M T      (307台) 5,391 件        15,447,334 円   2,865 円 

タイムズペイ (72台) 1,279 件        3,644,370 円     2,849 円 

 Pay Pay    (353台)   298 件        537,200 円    1,802 円 

GO Pay       (0台)  0 件        0 円    0 円 

 

7. 令和 5年1月度神奈川個人発行チケット処理（参考資料） 

神奈川個人（窓口）   3,750 枚 10,713,060 円 2,856 円 

横浜個人 970 枚 8,537,540 円 8,801 円 

川崎個人 17 枚 135,680 円 7,981 円 

川崎第一個人 13 枚 116,230 円        8,940 円 

横須賀個人  3 枚 41,150 円 13,716 円 

浜恊個人 202 枚 1,368,660 円 6,775 円 

県央個人 5 枚 39,300 円 7,860 円 

東京個人  156 枚 2,283,590 円 14,638 円 

その他 16 枚 104,610 円 6,538 円 

 合   計   5,132 枚 23,339,820 円       4,547 円 

 

8. 親睦会特別報奨金の支払い及び廃業慰労金の徴収について 

1月 廃業者 

支部  氏 名    
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金        計 
年 月 

東 小柳 學 25 11 100,000円 633,650円 733,650円 

  合 計   100,000円 633,650円 733,650円 

※1月分の廃業慰労金の徴収額は1,450円となり、3月に請求致します。 

 

9.  帳簿係よりお願いです 

  令和4年分の所得税納税額を3月6日(月)よりお伝え致します。3階帳簿係までお問合せ下さい 

尚、令和 4年度分の所得税より所得税・消費税の納付は、振替納税の手続きを帳簿係で致します 

預貯金口座からの振替納付は、4月24日(月)です。分割納税を希望される方は3月9日(木)迄に 
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お知らせください。分割納税の二回目は5月 31日(水)が納付期限です。 

  既に振替納税をしている方は今までの口座からです。 

令和4年分から手続きをする方は、りそな銀行の口座からの振替の手続きを致します。 

 

 


